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個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（外国にある第三者への提供編）（平成 28 年個人情報保護委員会告示第７号）の一部改正

の新旧対照表 

 

○平成 28 年個人情報保護委員会告示第７号（個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（外国にある第三者への提供編）） 

 

・次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

 

改  正  後 改  正  前 

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン 

（外国にある第三者への提供編） 

目次 

［略］ 

［１～３ 略］  

４ 個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講

ずるために必要な体制の基準 

４－１ 適切かつ合理的な方法（規則第 16 条第１号関係） 

［略］  

また、アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）越境プライバシール

ール（ＣＢＰＲ）システム又はグローバル越境プライバシールー

ル（ＣＢＰＲ）システム（※）の認証を取得している事業者は、

その取得要件として、当該事業者に代わって第三者に個人情報を

取り扱わせる場合においても、当該事業者が本人に対して負う義

務が同様に履行されることを確保する措置を当該第三者との間で

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン 

（外国にある第三者への提供編） 

目次 

［同左］  

［１～３ 同左］ 

４ 個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講

ずるために必要な体制の基準 

４－１ 適切かつ合理的な方法（規則第 16 条第１号関係） 

［同左］ 

   また、アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）の越境プライバシー

ルール（ＣＢＰＲ）システム（※）の認証を取得している事業者

は、その取得要件として、当該事業者に代わって第三者に個人情

報を取り扱わせる場合においても、当該事業者が本人に対して負

う義務が同様に履行されることを確保する措置を当該第三者との

間で整備している必要があることとされている。 
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整備している必要があることとされている。 

［略］  

（※）ＡＰＥＣ ＣＢＰＲシステムは、事業者のＡＰＥＣプラ

イバシーフレームワークへの適合性を国際的に認証する制

度。ＡＰＥＣの参加国・地域が本制度への参加を希望し、

参加を認められた国・地域がアカウンタビリティ・エージ

ェントを登録する。このアカウンタビリティ・エージェン

トが、事業者の申請に基づき、当該事業者のＡＰＥＣプラ

イバシーフレームワークへの適合性を認証する。我が国

は、ＡＰＥＣ ＣＢＰＲシステムの参加国である。 

また、グローバルＣＢＰＲシステムは、事業者のグロー

バルＣＢＰＲプライバシーフレームワークへの適合性を国

際的に認証する制度。本制度への参加を認められた国・地

域がアカウンタビリティ・エージェントを登録する。この

アカウンタビリティ・エージェントが、事業者の申請に基

づき、当該事業者のグローバルＣＢＰＲプライバシーフレ

ームワークへの適合性を認証する。我が国は、グローバル

ＣＢＰＲシステムの参加国である。 

４－２ 法第４章第２節の規定の趣旨に沿った措置（規則第 16 条

第１号関係） 

［略］ 

「法第４章第２節の規定の趣旨に沿った措置」については、外

国にある第三者により個人データが取り扱われる場合において

も、我が国の個人情報取扱事業者により個人データが取り扱われ

 

［同左］  

（※）ＡＰＥＣ ＣＢＰＲシステム 

事業者のＡＰＥＣプライバシーフレームワークへの適合性

を国際的に認証する制度。ＡＰＥＣの参加国・地域が本制度

への参加を希望し、参加を認められた国がアカウンタビリテ

ィエージェント（ＡＡ）を登録する。このＡＡが事業者につ

いて、その申請に基づきＡＰＥＣプライバシーフレームワー

クへの適合性を認証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２ 法第４章第２節の規定の趣旨に沿った措置（規則第 16 条

第１号関係） 

［同左］ 

「法第４章第２節の規定の趣旨に沿った措置」については、外

国にある第三者により個人データが取り扱われる場合において

も、我が国の個人情報取扱事業者により個人データが取り扱われ
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る場合に相当する程度の本人の権利利益の保護を図るという観点

に加え、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）におけるプライバシーガ

イドライン、ＡＰＥＣプライバシーフレームワーク及びグローバ

ルＣＢＰＲフレームワークといった国際的な枠組みの基準も踏ま

えた国際的な整合性も勘案する。 

［略］ 

[４－２－１～４－２－20 略] 

４－３ 個人データの提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る

国際的な枠組みに基づく認定を受けていること（規則第16

条第２号関係） 

［略］  

   これには、提供先の外国にある第三者が、ＡＰＥＣ ＣＢＰＲ

システム又はグローバルＣＢＰＲシステムの認証を取得している

ことが該当する。なお、個人データを提供する者がＣＢＰＲの認

証を取得している場合については、４－１（適切かつ合理的な方

法）を参照のこと。 

５ 同意取得時の情報提供 

［略］ 

５－１ ［略］  

５－２ 提供すべき情報（規則第 17 条第２項関係） 

［略］ 

(1)［略］ 

(2)「適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個

人情報の保護に関する制度に関する情報」（規則第 17 条第２

る場合に相当する程度の本人の権利利益の保護を図るという観点

に加え、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）におけるプライバシーガ

イドラインやＡＰＥＣにおけるプライバシーフレームワークとい

った国際的な枠組みの基準も踏まえた国際的な整合性も勘案す

る。 

［同左］ 

 [４－２－１～４－２－20 同左] 

４－３ 個人データの提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る

国際的な枠組みに基づく認定を受けていること（規則第16

条第２号関係） 

［同左］ 

   これには、提供先の外国にある第三者が、ＡＰＥＣのＣＢＰＲ

システムの認証を取得していることが該当する。なお、個人デー

タを提供する者がＣＢＰＲの認証を取得している場合について

は、４－１（適切かつ合理的な方法）を参照のこと。 

 

５ 同意取得時の情報提供 

［同左］ 

５－１ ［同左］ 

５－２ 提供すべき情報（規則第 17 条第２項関係） 

［同左］ 

(1)［略］ 

(2)「適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個

人情報の保護に関する制度に関する情報」（規則第 17 条第２
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項第２号関係） 

①［略］  

②「当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する

情報」 

［略］ 

     (ア) ［略］  

 (イ)当該外国の個人情報の保護に関する制度についての指

標となり得る情報の存在 

［略］  

【当該外国の個人情報の保護に関する制度についての指

標となり得る情報に該当する事例】 

事例１）［略］  

事例２）当該第三者が所在する外国がＡＰＥＣ ＣＢＰ

Ｒシステム又はグローバルＣＢＰＲシステムの参

加国・地域であること 

［（ウ）・（エ） 略］ 

［（※１）～（※３） 略］ 

(3)［略］  

５－３ ［略］ 

[５－３－１・５－３－２ 略] 

６ ［略］  

【付録】［略］  

項第２号関係） 

①［同左］  

②「当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する

情報」 

［同左］  

     (ア) ［同左］  

 (イ)当該外国の個人情報の保護に関する制度についての指

標となり得る情報の存在 

［同左］ 

【当該外国の個人情報の保護に関する制度についての指

標となり得る情報に該当する事例】 

事例１）［同左］ 

事例２）当該第三者が所在する外国がＡＰＥＣのＣＢ

ＰＲシステムの加盟国であること 

 

［（ウ）・（エ） 同左］ 

［（※１）～（※３） 同左］ 

(3)［同左］  

５－３ ［同左］ 

[５－３－１・５－３－２ 同左] 

６ ［同左］ 

【付録】［同左］ 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 


